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ア 久喜市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則の一部を改正す

る規則について 

   久喜市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則の一部を改正す

る規則 

久喜市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則（令和７年久喜市教

育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

第９条を次のように改める。 

第９条 削除 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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久
喜

市
教

育
委
員

会
事
務

局
組
織

規
則

等
の
一
部

を
改
正

す
る
規

則
の
一

部
改

正
に

伴
う

新
旧

対
照

表
 

（
第

9
条

 
久

喜
市
立

学
校
給
食

セ
ン
タ

ー
条
例

施
行
規

則
の
一

部
改

正
部

分
）

 

改
正

後
の

一
部
改

正
規
則

 
改

正
前
の

一
部

改
正

規
則

（
旧

）
 

(
学
校

給
食

の
実

施
日

) 
(
学
校

給
食
の

実
施
日

) 

第
4条

 
校
長

は
、

小
学

校
  
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

に
お

い
て

は
年

間
1
88
日
、
中

学
校

  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
  
 
  
 
  

 
 

  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  

 
  

  
 
  
に
お
い
て

は
年
間

1
85
日
を

そ
れ
ぞ

れ
基

準
と

し
て

、
学

校
給

食
の

実
施
日
を

定
め
る

も
の
と

す
る
。

 

第
4条

 
校
長

は
、
小

学
校

(義
務

教
育

学
校

の
前

期
課

程
を

含
む

。
次

条
第
2
項

第
1

号
に
お
い

て
同
じ
。

)に
お

い
て

は
年

間
1
88

日
、
中

学
校
(
義

務
教

育
学

校
の

後
期

課
程
を
含

む
。
次

条
第

2項
第

1号
に

お
い

て
同

じ
。
)
に

お
い

て
は

年
間

1
85

日
を

そ
れ
ぞ
れ

基
準
と

し
て

、
学

校
給

食
の

実
施

日
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
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イ 久喜市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則について 

久喜市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則 

久喜市立学校給食センター条例施行規則（平成２２年久喜市教育委員会規則第

２８号）の一部を次のように改正する。 

第４条の見出しを「（実施予定日数）」に改め、同条中「校長」を「久喜市教

育委員会（次条第２項及び第７条において「教育委員会」という。）」に、「年

間１８８日」を「１８８日」に、「年間１８５日」を「１８５日」に、「の実施

日」を「を実施する予定の日数（第６条第１項及び第７条において「実施予定日

数」という。）」に改める。 

第５条から第７条までを次のように改める。 

（学校給食費の額） 

第５条 条例第５条に規定する学校給食費の額は、別表の左欄に掲げる給食対象

者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒その他学校給食の提供を受ける者 

（次条第２項及び第７条において「児童等」という。）のうち食材等に関して、 

食物アレルギー等の特別の配慮が必要と認めるものの学校給食費の額は、別表

の左欄に掲げる給食対象者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額の範

囲内で教育委員会が別に定める。 

（学校給食費の納付等） 

第６条 学校給食費負担者（学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等（児童又

は未成年の生徒については学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条の

保護者を、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する

者をいう。）その他学校給食の提供を受ける者をいう。）は、前条に規定する

学校給食費の額に実施予定日数を乗じて得た額を１１で除して算定した額を学

校給食の提供を受けた月ごとに納付しなければならない。ただし、８月に実施

した学校給食に係る学校給食費は、９月分の学校給食費に含むものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、転入又は転出その他臨時又は不定期に学校給食の
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イ 久喜市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則について 

提供を受ける児童等の学校給食費は、同項に規定する月ごとの学校給食費の額

を上限として、前条に規定する学校給食費の額に月ごとの学校給食を受けた回

数を乗じて得た額を納付しなければならない。 

（学校給食費の調整） 

第７条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、一の会計年度において児童等

が学校給食の提供を受ける回数が、実施予定日数と異なるときは、当該年度に

おいて徴収すべき学校給食費の額について必要な調整を行うことができる。 

 第８条を削り、第９条を第８条とする。 

別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

給食対象者 １食当たりの学校給食費の額 

小学校の児童及び当該児童と同等の

学校給食の提供を受ける者 
３２２円

中学校の生徒及び当該生徒と同等の

学校給食の提供を受ける者 
３９８円

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の久喜市立学校給食センター条例施行規則の規定は、

この規則の施行の日以後において提供する学校給食に係る学校給食費について

適用し、同日前に提供された学校給食費については、なお従前の例による。 

（学校給食費の徴収に関する特例） 

３ この規則の施行の日から当分の間、別表の左欄に掲げる児童又は生徒に対す

る同表の学校給食費の適用については、それぞれ同表の右欄中「３２２円」と

あるのは「２４３円」と、「３９８円」とあるのは「２９５円」とする。 
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久
喜
市
立

学
校
給

食
セ
ン

タ
ー
条

例
施
行

規
則

の
一
部
改

正
に
伴

う
新

旧
対

照
表
 

改
正
後

の
規
則

 
改

正
前

の
規

則
（

旧
）
 

(
実
施

予
定

日
数
 
 
  

) 
(
学
校

給
食
の

実
施
日

) 

第
4条

 
久

喜
市

教
育

委
員

会
(次

条
第

2項
及

び
第

7条
に

お
い
て

「
教
育

委
員
会

」

と
い
う
。

)は
、

小
学

校
に

お
い

て
は

  
 
 1
8
8日

、
中
学
校
に

お
い
て

は
 
 
  
1
8

5
日
を

そ
れ

ぞ
れ

基
準

と
し

て
、

学
校

給
食
を
実

施
す
る

予
定
の

日
数

(第
6条

第
1

項
及
び
第

7条
に

お
い

て
「

実
施

予
定

日
数
」
と

い
う
。

)を
定

め
る
も

の
と
す

る
。
 

第
4条

 
校
長

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
  

 
  

 は
、
小

学
校

に
お

い
て

は
年

間
1
8
8日

、
中

学
校

に
お

い
て

は
年

間
1
8

5
日
を

そ
れ
ぞ

れ
基
準

と
し

て
、

学
校

給
食
の

実
施

日
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

(
学
校

給
食

費
の

額
) 

第
5条

 
条

例
第
5
条

に
規

定
す

る
学

校
給

食
費
の

額
は
、

別
表
の

左
欄
に

掲
げ
る

給

食
対
象
者

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る
額

と
す
る

。
 

2
 
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
児

童
又

は
生

徒
そ
の

他
学
校

給
食
の

提
供
を

受

け
る
者

(次
条

第
2
項

及
び

第
7条

に
お

い
て
「
児

童
等
」

と
い
う

。
)
の
う
ち

食
材

等
に
関
し

て
、

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
等

の
特

別
の
配

慮
が
必

要
と
認

め
る
も

の
の
学

校
給
食
費

の
額

は
、

別
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
給
食

対
象
者

の
区
分

に
応
じ

、
そ
れ

ぞ
れ
同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
額

の
範

囲
内

で
教
育

委
員
会

が
別
に

定
め
る

。
 

(
学
校

給
食
費

) 

第
5条

 
学
校

給
食
費

の
月

額
及

び
日

額
は

、
別

表
の

と
お

り
と

す
る

。
 

2
 
学

校
給
食

費
は
、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該

当
す
る
場

合
に
は

、
別

表
に

定
め

る
日

額
に

当
該

学
校

給
食

を
実

施
し

た
日

数
を

乗
じ
て
得

た
額
と

し
、

日
割

り
で

計
算

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
) 

小
学
校

に
お
い

て
年

間
18
8
日

、
中

学
校

に
お

い
て

年
間
1
8
5日

を
超

え
る

日
数
の
学

校
給

食
を

実
施

す
る

と
き

。
 

(
2
) 

そ
の
他

久
喜
市

教
育

委
員

会
(
以

下
「

教
育

委
員

会
」

と
い

う
。

)が
必

要

と
認
め
る

と
き

。
 

(
学
校

給
食

費
の

納
付

等
) 

第
6条

 
学

校
給

食
費

負
担

者
(学

校
給

食
を
受
け

る
児
童

又
は
生

徒
の
保

護
者
等

(
児
童

又
は

未
成

年
の

生
徒

に
つ

い
て

は
学
校
教

育
法

(昭
和

22
年
法

律
第

26
号
)

第
1
6条

の
保

護
者

を
、

成
年

に
達

し
た

生
徒
に
つ

い
て
は

そ
の
者

の
就
学

に
要
す

る
経
費
を

負
担

す
る

者
を

い
う

。
)そ

の
他
学

校
給
食

の
提
供
を

受
け
る

者
を
い

(
学
校

給
食
費

の
減
免

及
び

還
付

) 

第
6条

 
保
護

者
は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
学

校
給

食

費
の
減
額

又
は
免

除
若

し
く

は
還

付
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
) 

給
食
対

象
者
が

転
出

し
、

転
入

し
、

又
は

死
亡

し
た

と
き

。
 

(
2
) 

給
食
対

象
者
が

病
気

そ
の

他
の

理
由

で
給

食
を

連
続

し
て

6日
以

上
欠

食
す

- 5 -



う
。
)
は

、
前

条
に

規
定

す
る

学
校

給
食

費
の
額

に
実
施

予
定
日

数
を
乗

じ
て
得

た
額
を

11
で

除
し

て
算

定
し

た
額

を
学

校
給
食
の

提
供
を

受
け
た

月
ご
と

に
納
付

し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、
8
月

に
実

施
し
た

学
校
給
食

に
係
る

学
校
給

食
費
は
、

9月
分

の
学

校
給

食
費

に
含

む
も
の
と

す
る
。
 

2
 
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
転

入
又

は
転

出
そ
の

他
臨
時

又
は
不

定
期
に

学

校
給
食
の

提
供

を
受

け
る

児
童

等
の

学
校

給
食
費

は
、
同

項
に
規

定
す
る

月
ご
と

の
学
校
給

食
費

の
額

を
上

限
と

し
て

、
前

条
に
規

定
す
る

学
校
給

食
費
の

額
に
月

ご
と
の
学

校
給

食
を

受
け

た
回

数
を

乗
じ

て
得
た

額
を
納

付
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

る
と
き
。

 

(
学
校

給
食

費
の

調
整

) 

第
7条

 
前

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
教
育
委

員
会
は

、
一
の

会
計
年

度
に
お

い

て
児
童
等

が
学

校
給

食
の

提
供

を
受

け
る

回
数
が

、
実
施

予
定
日

数
と
異

な
る
と

き
は
、
当

該
年

度
に

お
い

て
徴

収
す

べ
き

学
校
給

食
費
の

額
に
つ

い
て
必

要
な
調

整
を
行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
日
割

計
算
に

よ
る
学

校
給

食
費

) 

第
7条

 
前
条

第
1
号

の
規

定
に

係
る

日
割

計
算

に
よ

る
学

校
給

食
費

の
額

は
、

当
該

給
食
日
数

か
ら
給

食
を

実
施

し
な

か
っ

た
日

数
に

別
表

に
定

め
る

日
額

を
乗

じ
て

得
た
額
と

す
る
。

 

2
 
前

条
第

2号
の

規
定

に
係

る
日

割
計

算
に

よ
る

学
校

給
食

費
の

額
は

、
別

表
に

定

め
る
そ
れ

ぞ
れ
の

月
額

か
ら

給
食

を
実

施
し

な
か

っ
た

日
数

に
同

表
に

定
め

る
そ

れ
ぞ
れ
の

日
額
を

乗
じ

て
得

た
額

を
減

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
 

 
(
学
校

給
食
費

の
納
入

) 

第
8条

 
学
校

給
食
費

は
、

当
該

教
育

機
関

の
長

が
取

り
ま

と
め

翌
月

末
日

ま
で

に

納
入
通
知

書
に
よ

り
市

に
納

入
す

る
も

の
と

す
る

。
 

2
 
前

項
の
学

校
給
食

費
は

、
災

害
そ

の
他

の
事

由
に

よ
り

教
育

委
員

会
が

必
要

と

認
め
た
場

合
は
、

納
入

を
延

期
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

(
そ
の

他
) 

(
そ
の

他
) 

第
8条

 
略

 
第

9条
 
略
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附
 
則

 
附

 
則
 

(
施
行

期
日

) 

1
 
こ

の
規

則
は

、
令

和
7
年
1
1月

1日
か

ら
施

行
す
る

。
 

 

(
経
過

措
置

) 

2
 
こ

の
規

則
に

よ
る

改
正

後
の

久
喜

市
立

学
校

給
食
セ

ン
タ
ー

条
例
施

行
規
則

の

規
定
は
、

こ
の

規
則

の
施

行
の

日
以

後
に

お
い
て

提
供
す

る
学
校

給
食
に

係
る
学

校
給
食
費

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
に

提
供
さ

れ
た
学

校
給
食

費
に
つ

い
て

は
、
な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。
 

 

(
学
校

給
食

費
の

徴
収

に
関

す
る

特
例

) 

3
 
こ

の
規

則
の

施
行

の
日

か
ら

当
分

の
間

、
別

表
の
左

欄
に
掲

げ
る
児

童
又
は

生

徒
に
対
す

る
同

表
の

学
校

給
食

費
の

適
用

に
つ
い

て
は
、

そ
れ
ぞ

れ
同
表

の
右
欄

中
「
3
2
2円

」
と

あ
る

の
は

「
24
3
円

」
と

、
「

39
8円

」
と
あ
る

の
は
「

2
95
円
」

と
す
る
。
 

 

別
表
(
第
5
条

関
係

) 
別

表
(
第
5
条
関
係

) 

給
食

対
象

者
 

1
食
当

た
り
の

学

校
給
食
費

 

小
学
校
の

児
童

及
び
当

該
児

童
と

同
等

の
学
校
給

食
の
提

供
を
受

け
る
者
 

3
2
2円

中
学
校
の

生
徒
及

び
当

該
生

徒
と

同
等

の
学
校
給

食
の
提

供
を
受

け
る
者
 

3
9
8円

 

給
食

対
象

者
 

月
額
 

日
額

 

小
学
校
の

児
童
及

び
教

職
員

 
4
,
1
50

円
 

2
4
3円

中
学
校
の

生
徒
、

教
職

員
及

び
給

食
セ

ン
タ

ー
職

員
 

4
,
9
60

円
 

2
9
5円
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